
○高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則

（平成１９年６月２５日規則第７８号）

改正 平成２０年３月２５日規則第２４号 平成２０年１０月３１日規則第９０号

平成２２年１０月２２日規則第７４号 平成２５年１２月２７日規則第５９号

平成２７年１２月２８日規則第８８号 平成２９年３月２８日規則第２２号

令和３年３月３０日規則第１７号 令和４年４月１日規則第１９号

令和５年３月３１日規則第３０号

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則をここに公布する。

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例（平成１９年高知県条例第７

号。以下「条例」という。）の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（指定特定診療科目に係る知事が指定する特定診療科目）

第２条 条例第２条第１号イに規定する指定特定診療科目（第２０条第１項において「指

定特定診療科目」という。）のうち、知事が指定する特定診療科目は、小児科、外科、

麻酔科及び脳神経外科とする。

（特定科目後期臨床研修に係る特定診療科目）

第３条 条例第２条第３号の知事が指定する特定診療科目は、小児科、外科、麻酔科、脳

神経外科及び家庭医療学を専修する科とする。

（特定科目後期臨床研修に係る要件）

第４条 条例第２条第３号に規定する特定科目後期臨床研修（以下「特定科目後期臨床研

修」という。）は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 研修期間が３年以上であること。

(2) 研修期間のうち５分の３以上の期間が県内指定医療機関（条例第２条第４号に規

定する県内指定医療機関をいう。以下同じ。）において行われるものであること。

（県内指定医療機関）

第５条 条例第２条第４号の知事が別に定める医療機関は、別表に定める区域にある医療

機関（同条第３号に規定する医療機関をいう。以下同じ。）のうち、次に掲げる医療機



関とする。

(1) 公立（公立に準ずると認められる場合を含む。）の医療機関

(2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第１項から第３項までの規定による

知事の許可を受けた病床数（以下この号において「許可病床数」という。）が１００

床以上であって、かつ、同条第２項第５号に規定する一般病床の病床数が当該許可病

床数の６０パーセント以上である医療機関

(3) 前２号に掲げる医療機関のほか、知事が指定する医療機関

２ 条例第２条第４号の知事が別に定める特定診療科目を有する医療機関は、分べんを取

り扱う産科又は産婦人科を有する医療機関のうち、別表に定める区域にある医療機関と

する。

（特定科目県内医療機関に係る特定診療科目）

第５条の２ 条例第２条第５号の知事が別に定める特定診療科目は、分べんを取り扱う産

科又は産婦人科、内科（血液内科に係るものに限る。）、外科（心臓血管外科に係るも

のに限る。）及び放射線科（放射線治療に係るものに限る。）とする。

（特別指定県内医療機関に係る県内の医療機関等）

第５条の３ 条例第２条第６号の専門医の育成のための専門の研修課程を有する県内の医

療機関又は医療機関の特定診療科は、一般社団法人日本専門医機構が認定した専門医養

成プログラムに参加する県内の医療機関若しくは医療機関の特定診療科又は公益社団法

人日本医師会に置かれた日本医学会分科会に登録されている学会が専門医の育成のため

の研修施設として認定した県内の医療機関若しくは医療機関の特定診療科とする。

（県内指定支援医療機関）

第６条 条例第２条第７号の知事が別に定める県内の医療機関（以下「県内指定支援医療

機関」という。）は、次に掲げる医療機関とする。

(1) 国立大学法人高知大学医学部附属病院

(2) 前号に掲げる医療機関のほか、知事が指定する医療機関

（貸付金の貸与の申請）

第７条 条例第３条第１項、第２項、第３項又は第５項の規定に基づき医師養成奨学貸付

金（条例第２条第１号に規定する医師養成奨学貸付金をいう。以下同じ。）、初期臨床

研修特別貸付金（条例第２条第２号に規定する初期臨床研修特別貸付金をいう。以下同

じ。）又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金（条例第２条第３号に規定する特定科目後



期臨床研修奨励貸付金をいう。以下同じ。）の貸与を受けようとする者（以下「申請者」

という。）は、医師養成奨学貸付金にあっては別記第１号様式による医師養成奨学貸付

金貸与申請書に、初期臨床研修特別貸付金にあっては別記第２号様式による初期臨床研

修特別貸付金貸与申請書に、特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては別記第３号様

式による特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書に次に掲げる書類（条例第３条第

５項の規定に基づき特定科目加算貸付金の貸与を受けようとする者にあっては、第２号

を除く。）を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 身上調書（別記第４号様式）

(2) 戸籍抄本

(3) 誓約書（別記第５号様式）

(4) 医師養成奨学貸付金にあっては大学の在学証明書、初期臨床研修特別貸付金にあ

っては初期臨床研修（条例第１条に規定する初期臨床研修をいう。以下同じ。）の期

間、研修内容等を証明する書類、特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては特定科

目後期臨床研修の期間、研修内容等を証明する書類

(5) 医師養成奨学貸付金にあっては大学又は学部の長の推薦書、初期臨床研修特別貸

付金にあっては初期臨床研修を受ける県内の管理型臨床研修病院の長の推薦書、特定

科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては特定科目後期臨床研修を受ける県内指定支援

医療機関の長の推薦書

(6) 医師養成奨学貸付金にあっては、申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明

書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書

(7) 初期臨床研修特別貸付金及び特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、医師

免許証の写し

(8) 初期臨床研修特別貸付金及び特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、給与

支払額等証明書

(9) 前各号に掲げる書類のほか、知事が必要があると認める書類

２ 申請者は、２人の連帯保証人を定め、前項の医師養成奨学貸付金貸与申請書、初期臨

床研修特別貸付金貸与申請書又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書に署名さ

せなければならない。

３ 前項の連帯保証人（以下「連帯保証人」という。）は、独立の生計を営む成年者でな

ければならない。



（貸付金の貸与の決定等の通知）

第８条 知事は、前条第１項の規定による医師養成奨学貸付金貸与申請書、初期臨床研修

特別貸付金貸与申請書又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金貸与申請書を受理したとき

は、医師養成奨学貸付金、初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修奨励貸付

金（以下「貸付金」という。）を貸与するかどうかを決定し、貸付金を貸与する者にあ

っては別記第６号様式による貸付金貸与決定通知書により、貸付金を貸与しない者にあ

っては別記第７号様式による貸付金貸与不承認決定通知書により、当該申請者及び大学

若しくは学部の長、初期臨床研修を受ける県内の管理型臨床研修病院の長又は特定科目

後期臨床研修を受ける県内指定支援医療機関の長にその旨を通知するものとする。

（貸付金の貸与の時期等）

第９条 貸付金の貸与は、年２回とし、５月（新たに貸付金を貸与する年にあっては、６

月）及び１０月に貸与するものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるとき

は、この限りでない。

２ 条例第８条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）は、知事が別に定め

るところにより、貸付金を振り込む口座を指定しなければならない。指定した口座を

変更しようとするときも、同様とする。

（連帯保証人の変更）

第１０条 条例第８条第１項に規定する借受者（以下「借受者」という。）は、連帯保証

人が死亡したとき又は連帯保証人を変更したとき若しくは知事が連帯保証人を不適当で

あると認めて変更を命じたときは、直ちに別記第９号様式による連帯保証人異動報告書

に、医師養成奨学貸付金に係る借受者にあっては別記第１０号様式による保証書及び新

たな連帯保証人の収入を証明する所得証明書を、初期臨床研修特別貸付金に係る借受者

又は特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者にあっては別記第１０号様式による

保証書を添えて、知事に提出しなければならない。

（成績証明書等の提出）

第１１条 借受者は、貸付金の貸与を受けている間、次に掲げる書類を毎年４月３０日ま

でに知事に提出しなければならない。

(1) 医師養成奨学貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 大学の前学年度の学業成績を証明する書類

イ 第７条第１項第３号から第５号まで及び第９号に掲げる書類



(2) 初期臨床研修特別貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 初期臨床研修報告書（別記第１１号様式）

イ 第７条第１項第３号、第５号、第８号及び第９号に掲げる書類

(3) 特定科目後期臨床研修奨励貸付金にあっては、次に掲げる書類

ア 特定科目後期臨床研修報告書（別記第１２号様式）

イ 第７条第１項第３号、第５号、第８号及び第９号に掲げる書類

（借受者の届出義務）

第１２条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を知事に届け

出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 在学する大学の専攻課程、初期臨床研修の研修課程又は特定科目後期臨床研修の

研修課程を他に転じたとき。

(3) 大学を休学し、若しくは長期にわたって欠席しようとするとき又は長期にわたっ

て初期臨床研修若しくは特定科目後期臨床研修を中断しようとするとき。

(4) 前３号に掲げるもののほか、借受者の身上に異動を生じたとき。

（貸付金の貸与の一時停止の通知）

第１３条 知事は、条例第５条の規定に基づき貸付金の貸与を一時停止するときは、別記

第１３号様式による貸付金一時停止通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（貸付金の貸与の再開の手続）

第１４条 条例第６条の規定に基づく貸付金の貸与の再開を申請しようとする借受者は、

別記第１４号様式による貸付金再開申請書を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による貸付金再開申請書を受理した場合において、貸付金の貸与

を再開することを決定したときは、別記第１５号様式による貸付金再開決定通知書によ

り、当該借受者に通知するものとする。

（貸付金の貸与の辞退）

第１５条 借受者は、貸付金の貸与を受けることを辞退しようとするとき又は条例第７条

第２項の規定により特定科目加算貸付金の貸与の取消しの申請をするときは、別記第１

６号様式による貸付金辞退届を知事に提出しなければならない。

（貸付金の貸与の取消しの通知）

第１６条 知事は、条例第７条第１項の規定に基づき貸付金の貸与を取り消すとき又は同



条第２項により特定科目加算貸付金の貸与を取り消すときは、別記第１７号様式による

貸付金取消し通知書により、当該借受者に通知するものとする。

（貸付金の分割償還の承認手続）

第１７条 条例第８条第２項の規定に基づき貸付金を分割して償還させる必要があると認

めるときは、経済的な理由により貸与を受けた貸付金を直ちに償還することが困難なと

きその他貸付金を分割して償還させることが適当であると知事が認めるときとする。

２ 条例第８条第２項の規定に基づく貸付金の分割による償還を申請しようとする借受者

は、別記第１８号様式による貸付金分割償還承認申請書を知事に提出しなければならな

い。

３ 知事は、前項の規定による貸付金分割償還承認申請書を受理した場合において、貸付

金を分割して償還させることを承認したときは、別記第１９号様式による貸付金分割償

還承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

４ 貸付金の分割償還は、貸付金を分割して償還することを承認された期間内において、

月賦の均等払によりしなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

（利息の利率）

第１８条 条例第８条第３項の知事が定める割合は、年１０．０パーセントとする。ただ

し、貸付金の貸与を取り消され、又は貸付金の償還の猶予がされず、若しくは終了した

事情を勘案して、知事がやむを得ないと認めたときは、年３．０パーセントとする。

（貸付金の償還の猶予の承認手続）

第１９条 条例第９条第１項、第４項又は第５項の規定に基づく貸付金の償還の猶予を申

請しようとする借受者は、別記第２０号様式による貸付金償還猶予承認申請書を知事に

提出しなければならない。ただし、同項の規定に基づくものにあっては、その理由を証

明することができる書類を添えなければならない。

２ 知事は、前項の規定による貸付金償還猶予承認申請書を受理した場合において、貸付

金の償還の猶予を承認したときは、別記第２１号様式による貸付金償還猶予承認通知書

により、当該借受者に通知するものとする。

３ 知事は、条例第９条第１項第１号の規定により医師養成奨学貸付金の償還の猶予を受

けている特定科目加算貸付金に係る借受者であって、同号に規定する修学貸付金及び特

定科目加算貸付金に係る償還の猶予の要件を満たしているものが、修学貸付金について、

同条第５項の規定に基づく第１項の貸付金の償還の猶予の申請をしたときは、同条第４



項の例により、当該借受者に係る特定科目加算貸付金を償還させ、及び修学貸付金の償

還を猶予することができる。

（貸付金の償還の免除の承認手続）

第２０条 条例第１０条第１項の規定による期間の算定に当たっては、県内指定医療機関、

特定科目県内医療機関（条例第２条第５号に規定する特定科目県内医療機関をいう。以

下同じ。）、特別指定県内医療機関（同条第６号に規定する特別指定県内医療機関をい

う。以下同じ。）又は県内指定支援医療機関において特定科目後期臨床研修を受けた期

間及び医師の業務に従事した期間、県内の基幹型臨床研修病院において初期臨床研修を

受けた期間並びに県内指定医療機関、特定科目県内医療機関又は特別指定県内医療機関

において指定特定診療科目の医師の業務に従事した期間は、それぞれの月数によるもの

とし、月の途中に当該期間が開始し、又は終了した場合は、当該月における日数が１５

日を超えるときにあってはこれを１月とし、１５日以下のときにあってはこれを切り捨

てるものとする。ただし、１．５倍に相当する期間及び２分の１に相当する期間の算定

にあっては、当該期間に１月未満の端数を生じたときは、当該端数を１月に切り上げる。

２ 前項の場合において、知事が適当であると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める月数を県内指定医療機関において医師の業務に従事した

月数（第１号に定める月数と第２号に定める月数とを合計した月数に０．５月以上の端

数を生じたときは、当該端数を１月に切り上げる。）とし、当該月数を特別指定県内医

療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事した月数としないことがで

きる。

(1) 特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関から県内指定医療機関に１週間

当たり１日派遣され、医師の業務に従事した場合 当該医師の業務に従事した日の属

する月数を５で除して得た月数

(2) 特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関から県内指定医療機関に１週間

当たり２日以上派遣され、医師の業務に従事した場合 当該医師の業務に従事した日

の属する月数を５で除した得た月数に２を乗じて得た月数

３ 条例第１０条第１項の規定による貸付金の償還の免除を申請しようとする借受者は、

別記第２２号様式による貸付金償還免除承認申請書を知事に提出しなければならない。

ただし、前項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、知事が別に定める書類を

添えなければならない。



４ 条例第１０条第３項の規定に基づく貸付金の一部の償還の免除は、医師養成奨学貸付

金に係る借受者にあっては同条第１項第１号アからエまでに掲げる期間のいずれか、初

期臨床研修特別貸付金に係る借受者にあっては同項第２号アからオまでに掲げる期間の

いずれか、特定科目後期臨床研修奨励貸付金に係る借受者にあっては同項第３号アから

ウまでに掲げる期間のいずれか（同条第２項において当該各規定の期間とみなされる期

間を含む。次項において「免除算定期間」という。）が当該借受者に貸付金を貸与した

期間（貸付金の貸与を一時停止した期間を除く。次項において同じ。）に達していたと

きに行うものとする。この場合における期間の算定に当たっては、第１項本文及び第２

項の規定を準用する。

５ 前項の場合において、貸付金の一部の償還を免除する額は、同項の貸付金の一部の償

還の免除の要件となった免除算定期間を当該借受者に貸付金を貸与した期間の１．５倍

に相当する期間で除したものに当該借受者に貸与した貸付金の額を乗じて得た額とする。

６ 第４項に規定する場合のほか、知事が貸付金の一部の償還を免除することが適当であ

ると認めるときは、貸付金の一部の償還を免除することができる。

７ 条例第１０条第３項の規定に基づく貸付金の一部の償還の免除を申請しようとする借

受者は、別記第２３号様式による貸付金償還一部免除承認申請書を知事に提出しなけれ

ばならない。ただし、第４項において準用する第２項の規定の適用を受けようとする場

合にあっては、知事が別に定める書類を添えなければならない。

８ 条例第１０条第５項の規定に基づく貸付金の全部又は一部の償還の免除を申請しよう

とする者は、別記第２４号様式による貸付金償還（一部）免除承認申請書を知事に提出

しなければならない。

９ 知事は、第３項の規定による貸付金償還免除承認申請書、第７項の規定による貸付金

償還一部免除承認申請書又は前項の規定による貸付金償還（一部）免除承認申請書を受

理した場合において、貸付金の償還の免除を承認したときは、別記第２５号様式による

貸付金償還免除承認通知書により、当該借受者等に通知するものとする。

（就業状況等の届出）

第２１条 借受者は、県内の医療機関において初期臨床研修を受ける（医師法（昭和２３

年法律第２０１号）第６条第１項の規定による医師免許の申請手続中に当該医療機関に

おいて初期臨床研修を受ける場合を含む。以下この条において同じ。）とき又は県内指

定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療



機関において後期臨床研修（初期臨床研修を修了した後に行われる臨床研修をいう。以

下この条において同じ。）を受けるときは、別記第２６号様式による臨床研修受講届に

当該医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければならない。初期臨床研修を受

ける県内の医療機関又は後期臨床研修を受ける県内指定医療機関、特定科目県内医療機

関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機関を変更したときも、同様とす

る。

２ 借受者は、県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関又は県

内指定支援医療機関において医師の業務に従事するときは、別記第２７号様式による医

師業務従事届に当該医療機関の長の証明を添えて、知事に提出しなければならない。医

師の業務に従事する県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関

又は県内指定支援医療機関を変更したときも、同様とする。

３ 借受者は、貸付金（条例第８条第３項の規定により付される利息を含む。）の償還が

完了するまでの間、次の各号のいずれかに該当したときは、第１号から第４号までに係

る届出にあっては直ちに、第５号に係る届出にあっては遅滞なく知事に届け出なければ

ならない。この場合において、第１号又は第３号に係る届出にあっては別記第２８号様

式による臨床研修中止届に、第２号又は第４号に係る届出にあっては別記第２９号様式

による医師業務退職等届に、第５号に係る届出にあっては別記第３０号様式による育児

休業・介護休業取得届に事業主による証明書を添付することによるものとする。

(1) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に特定科目後期臨床研修を受けることを

やめたとき。

(2) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に県内指定医療機関、特定科目県内医療

機関、特別指定県内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事し

なくなったとき。

(3) 県内の医療機関において初期臨床研修を受けることをやめたとき又は県内指定医

療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県内医療機関若しくは県内指定支援医療機

関において後期臨床研修を受けることをやめたとき。

(4) 退職その他の理由により県内指定医療機関、特定科目県内医療機関、特別指定県

内医療機関又は県内指定支援医療機関において医師の業務に従事しなくなったとき。

(5) 貸付金の償還の猶予を受けている期間中に育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第５条第１項の規定に



基づく育児休業又は同法第１１条第１項の規定に基づく介護休業（同法の規定の適用

を受けない者にあっては、これらに準ずる休業）を取得するとき。

（延滞金）

第２２条 条例第１１条第１項の規定により延滞金を徴収する場合において、同項の規定

により計算した延滞金の額に１００円未満の端数があるとき又は延滞金の額が５００円

未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

２ 条例第１１条第３項の規定に基づき延滞金を減額し、又は免除するときは、次の各号

のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等の理由により償還すべき日までに貸付金を償還することができなかったと

き。

(2) 前号に掲げる場合のほか、償還すべき日までに貸付金を償還することができなか

ったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(3) 条例第１０条の規定に基づき貸付金の全部又は一部の償還を免除するとき。

(4) 前３号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めるとき。

３ 条例第１１条第３項の規定に基づく延滞金の減額又は免除は、知事が特に認めるとき

を除き、延滞金の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成２０年３月２５日規則第２４号）

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年１０月３１日規則第９０号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行

規則第７条の規定は、平成２０年度の初期臨床研修特別貸付金又は特定科目後期臨床研修

奨励貸付金の貸与の申請から適用する。

附 則（平成２２年１０月２２日規則第７４号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（以下この項

において「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸付金の貸



与を決定する者の貸付金の貸与及び償還について適用し、同日前に貸付金の貸与を決定

した者の貸付金の貸与及び償還については、なお従前の例による。ただし、高知県医師

養成奨学貸付金等貸与条例の一部を改正する条例（平成２２年高知県条例第３８号。以

下この項において「一部改正条例」という。）附則第２項ただし書に規定する者にあっ

ては、一部改正条例による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例（平成１９年

高知県条例第７号）及びこの規則による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例

施行規則の規定により貸与した医師養成奨学貸付金並びに同日以後に一部改正条例によ

る改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例及び新規則の規定により貸与する医師

養成奨学貸付金の償還については、新規則の規定を適用する。

附 則（平成２５年１２月２７日規則第５９号）

（施行期日）

１ この規則は、平成２６年１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（次項におい

て「新規則」という。）第１８条の規定は、この規則の施行の日（同項において「施行

日」という。）において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

３ 新規則第１９条第３項（新規則第２０条第１項（同条第３項において準用する場合を

含む。）において準用する場合を含む。）の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期

臨床研修及び従事する医師の業務に係る期間の算定について適用し、施行日前に受けた

特定科目後期臨床研修及び従事した医師の業務に係る期間の算定については、なお従前

の例による。

附 則（平成２７年１２月２８日規則第８８号）

（施行期日）

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則（次項におい

て「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（同項において「施行日」とい

う。）において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

３ 新規則の規定は、施行日以後に受ける特定科目後期臨床研修及び従事する医師の業務

並びに当該期間の算定について適用し、施行日前に受けた特定科目後期臨床研修及び従



事した医師の業務並びに当該期間の算定については、なお従前の例による。

附 則（平成２９年３月２８日規則第２２号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（令和３年３月３０日規則第１７号）

（施行期日）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則別記第９号様

式、別記第11号様式、別記第12号様式、別記第14号様式、別記第16号様式、別記第18

号様式、別記第20号様式、別記第22号様式から別記第24号様式まで及び別記第26号様

式から別記第30号様式は、この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与

条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

附 則（令和４年４月１日規則第１９号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定は、こ

の規則の施行の日において現に貸付金を償還している者については、適用しない。

附 則（令和５年３月３１日規則第３０号）

（施行期日）

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則の規定は、こ

の規則の施行の日において現に貸付金の償還をしている者については、適用しない。

別表（第５条関係）

１ 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏以外の区域

２ 高知県保健医療計画に定める中央保健医療圏の区域のうち、高知市及び南国市を除

く区域



別記

第１号様式（第７条関係）

年 月 日
高知県知事 様

申請者 住所
氏名 ㊞
電話番号

医師養成奨学貸付金貸与申請書
高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第３条第１項（第５項）の規定に基づき医師養成奨学貸
付金の貸与を受けたいので、次のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第７条第
１項の規定により関係書類を添えて申請します。

貸与を受ける医師養成奨学貸付金の返還の債務については、申請者と連帯して、その責任を負
います。

年 月 日
連帯保証人 本籍

住所
氏名 ㊞
電話番号

連帯保証人 本籍
住所
氏名 ㊞
電話番号

注
１ この申請書に押印した申請者及び連帯保証人の印鑑について、市町村長の証明書を添え
てください。
２ 「特定科目加算貸付金の貸与申請の有無」欄は、いずれか該当するものを○で囲み、
「有」の場合は、科目名を記入して下さい。
３ 「地域枠入学」欄は、該当する場合□内にレ点を付けてください。
４ この申請書には、身上調書（別記第４号様式）、戸籍抄本、誓約書（別記第５号様
式）、在学する大学の在学証明書、在学する大学又は学部の長の推薦書並びに申請者の属
する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書を添え
てください。

貸与申請額 月額 円
特定科目加算
貸付金の加算

有（特定診療科目名 ）・無

貸与申請期
間

年 月 ～ 年 月

ふりがな
生年月日 年 月 日

氏名

本籍

現住所

出身高等学
校等

年 月卒業
立 学校

在学する大
学

名称
所在地

地域枠入学 該当・非該当

入学年月日 年 月 日 大学卒業予定年月 年 月



第２号様式（第７条関係）



第３号様式（第７条関係）



第４号様式（第７条関係）

身上調書

注 「家族」欄は、申請者と生計を一にする家族について記入してください。

申請者氏名 ㊞

電話番号

メールア
ドレス

申請者住所

家
族

続柄 氏名 年齢 職業 摘要

連帯保証人

申請者との関
係

ふりがな

生年月日 職業 年収 資産
氏名



第５号様式（第７条関係）

年 月 日

高知県知事 様

住所

氏名 ○印

誓 約 書

私は、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例の規定に基づき医師養成奨学貸付金（初

期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金）の貸与を受けることになっ

たときは（受けていますが）、同条例及び高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規

則の規定を遵守し、将来、同条例第２条第４号に規定する県内指定医療機関又は同条第

５号に規定する特定科目県内医療機関において医師として業務に従事することを誓約し

ます。



第６号様式（第８条関係）



第７号様式（第８条関係）



第８号様式 削除



第９号様式（第１０条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

連帯保証人異動報告書

下記のとおり連帯保証人を変更しましたので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則

第10条の規定により関係書類を添えて報告します。

記

１ 変更した連帯保証人

住所

氏名

２ 連帯保証人を変更した理由

３ 新たな連帯保証人

注 この報告書には、保証書（別記第10号様式）及び新たな連帯保証人の収入を証明する所得証

明書を添えてください。

借受者と

の関係

ふりがな
生年月日 職業 年収 資産

氏名



第１０号様式（第１０条関係）



第１１号様式（第１１条関係）



第１２号様式（第１１条関係）



第１３号様式（第１３条関係）



第１４号様式（第１４条関係）



第１５号様式（第１４条関係）

第１６号様式（第１５条関係）



第１７号様式（第１６条関係）



第１８号様式（第１７条関係）



第１９号様式（第１７条関係）



第２０号様式（第１９条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

貸付金償還猶予承認申請書

下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第９条第１項（第４項・第５項）の規定に

基づく医師養成奨学貸付金（修学貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励

貸付金）の償還の猶予を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第19条第

１項の規定により申請します。

記

１ 貸付金（修学貸付金）の貸与を受けた期間

年 月から 年 月まで

２ 貸与を受けた貸付金（修学貸付金）の額

円

３ 貸付金（修学貸付金）の償還の猶予をする予定期間

年 月から 年 月まで

４ 貸付金の償還の猶予を申請する理由

注 災害、病気その他やむを得ない理由のため償還の猶予を希望する場合は、その理由を証明す

ることができる書類を添えてください。



第２１号様式（第１９条関係）



第２２号様式（第２０条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名 ㊞

電話番号

貸付金償還免除承認申請書

下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第１項の規定による医師養成奨学貸

付金（特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金）の償

還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第３項の規定に

より申請します。

記

１ 貸付金（特定科目加算貸付金）の貸与を受けた期間

年 月から 年 月まで

２ 貸与を受けた貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

３ 貸付金（特定科目加算貸付金）の償還の免除の要件となる医療機関において医師の業務に従

事した期間等

(１) 年 月 日から 年 月 日まで（ ）

(２) 年 月 日から 年 月 日まで（ ）

４ 貸付金（特定科目加算貸付金）の償還の免除を申請する理由

注 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第２項の規定の適用を受けようとする

ときは、知事が別に定める書類を添えてください。



第２３号様式（第２０条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

貸付金償還一部免除承認申請書

下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第３項の規定に基づく医師養成奨学

貸付金（特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金）の

一部の償還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第７項

の規定により申請します。

記

１ 貸付金（特定科目加算貸付金）の貸与を受けた期間

年 月から 年 月まで

２ 貸与を受けた貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

３ 貸付金（特定科目加算貸付金）の一部の償還の免除の要件となる医療機関において医師の業

務に従事した期間等

(１) 年 月 日から 年 月 日まで（ ）

(２) 年 月 日から 年 月 日まで（ ）

４ 貸付金（特定科目加算貸付金）の一部の償還の免除を申請する理由

注 高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第４項において準用する同条第２項の

規定の適用を受けようとするときは、知事が別に定める書類を添えてください。



第２４号様式（第２０条関係）

令和 年 月 日

高知県知事 様

借受者その他の者

住所

氏名

電話番号

貸付金償還（一部）免除承認申請書

下記のとおり高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条第５項の規定に基づく医師養成奨学

貸付金の（一部の）償還の免除を希望するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則

第20条第８項の規定により申請します。

記

１ 貸付金の貸与を受けた期間

年 月から 年 月まで

２ 貸与を受けた貸付金の額

円

３ 償還済みの貸付金の額

円

４ 未償還の貸付金の額

円

５ 貸付金の全部又は一部の償還の免除を申請する理由

注 １ 心身障害の場合は、病院又は診療所の作成した診断書を添えてください。

２ 借受者が死亡した場合は、死亡したことを証明する書類を添えて、遺族の方が申請して

ください。



第２５号様式（第２０条関係）

第 号

年 月 日

住所

氏名 様

高知県知事 □印

貸付金償還免除承認通知書

高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例第10条の規定により、下記のとおり医師養成奨学貸付金

（特定科目加算貸付金・初期臨床研修特別貸付金・特定科目後期臨床研修奨励貸付金）の償還を

免除しますので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施行規則第20条第９項の規定により通知

します。

記

１ 貸与した貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

２ 償還済みの貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

３ 未償還の貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円

４ 償還を免除する貸付金（特定科目加算貸付金）の額

円



第２６号様式（第２１条関係）



第２７号様式（第２１条関係）



第２８号様式（第２１条関係）



第２９号様式（第２１条関係）



第３０号様式（第２１条関係）

年 月 日

高知県知事 様

借受者 住所

氏名

電話番号

育児休業・介護休業取得届

下記のとおり育児休業（介護休業）を取得するので、高知県医師養成奨学貸付金等貸与条例施

行規則第21条第３項の規定により届け出ます。

記

予定する育児休業（介護休業）期間

年 月 日から 年 月 日まで

注 この届には、取得することについての事業主による証明書を添えてください。


